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Abstract
The purpose of this paper is to examine the relationship between community broadcasting station as a local media 

and neighborhood association - from community side. A questionnaire survey of neighborhood associations in 

Wakkanai City will be conducted to determine whether they use the station in times of peace and emergency, as 

well as their evaluations and expectations of the station. On the other hand, a interview with the station was also 

conducted to clarify the actual situation and challenges of contingency response.

The main findings are as follows. There was cooperation between the station and local governmental agencies 

during emergencies, and a certain amount of information is obtained from residents. On the other hand, due to the 

difficulty in communicating information from the residents to the local government, there was a delay/absence of 

detailed information dissemination from the local government to the residents.
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１．地域メディアの「地域」との関係
「稚内は（死者が出るような大きな）災害は
ほとんどない」「津波も来たことがない」･･･
というのは後述する稚内市町内会連絡協議会の
ある理事のコメントであった．雪害以外は比較
的大きな災害に見舞われることの少なかった
北海道で大きなインパクトを与えたのは，2018
年 9月の北海道胆振東部地震に伴う全道停電
（ブラックアウト）といえる．ただ稚内市では
停電に留まったこともあり，冒頭のコメントを
覆すような出来事にはならなかったのである．
ところが 2020 年 8月に稚内市等を襲った豪雨
は理事の住まう地区に避難勧告が出たことや近
所の国道が土砂崩れによって通行止になったこ
ともあり，翌月 9月では「稚内でも災害対応を
考えなければならない」旨を筆者に述べていた．

東日本大震災以降に一部マスコミで用いら
れる，被災地に対して未だ災害のない，しかし
これから被災の可能性がある「未災地」におい
て，防災・減災・縮災への取り組みを積極的に
喚起することに対して筆者は一定の距離を置い
ている 1）．しかしながら，上記のように「災害
が（ほとんど）ないから，備える必要はない」
というのでは，（まだ筆者の仮説の段階に過ぎ
ないのだが）停電で混乱を起こした先の胆振東
部地震の事例が繰り返されるだけである．そ
れを回避するための一つの視点として，「平時」
からの近隣による関係構築が必要であることを

1） 有事「だけ」をみすえるのではなく，平時から
の活動がその先の有事に活かされることについ
て，筆者は「社会対応論」の視点から論じてい
る（松本 2020a，同 2021 を参照）．
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東日本大震災の被災地を主なフィールドに論じ
てきた 2）．ここで災害発生から避難へ至るまで
のプロセスにおいて，避難への意思決定のため
に重要な要素となるのが「情報」である．先の
「平時」と併せて考えると，「ふだんからやりと
りしている人から『避難しろ』といわれたから
避難をした」ということになるが，それではこ
の情報をどの媒体（メディア）から入手したの
かという問題になる．
本稿ではこの媒体を人ベースで検討するので
はなく，「四大媒体」といわれる新聞・雑誌・
ラジオ・テレビといった手段を用いる組織が収
集・共有・発信する情報に焦点をあてる．その
中のラジオについて，先の胆振東部地震の全道
停電では電池で使えることが注目された．更に
道内各地のコミュニティ FMによる地域情報の
発信が住民にとって有用だった 3）こともあり，
ラジオの意義が見直されつつある．ただ，コ
ミュニティ FMが入手する地域内情報の質・量
に関する評価は難しい．何故というと，コミュ
ニティ局のほとんどが数名のスタッフで運営さ
れており，先の停電時には地域内の取材には手
が回らずに放送を続けることに専念せざるを得
なかったからである 4）．筆者が 2018 年 11 月か
ら翌 19年 3月までに実施した道内のコミュニ
ティ FM局への聞き取りで「地域との関わりの
有無」，特に町内会（やそれらを束ねる連合会）
を問うたところ，そのほとんどが「ない」とい
う回答だった．つまり，コミュニティ FM局と
いう組織が町内会といった地域の住民組織と，
少なくとも情報収集・共有・発信における「組
織対組織」の関係に至っていないのである．そ

2） いわき市沿岸部については班目ら 2018，MAT-

SUMOTO et.al. 2018aや原子力災害の被災地につ
いては MATSUMOTO 2018，インドネシア・バ
リ島の噴火からの避難については MATSUMOTO 

et.al. 2018bを参照のこと．
3） 地震発生当日に最も役に立ったメディアとして
最も多かったのが「ラジオ（NHK）」（26%），次
いで「ラジオ（民放・コミュニティラジオ）」
（22%）であった（入江・西 2019）．

4） 胆振東部地震後における道内各局の対応につい
ては松本 2020bを参照のこと．．

うした背景もあり，災害時にこれらの局が発信
する情報は主に行政（警察・消防等も含む）機
関によるものであり，あとはスタッフの個人的
なつながりやリスナーからの投稿等，属人的な
関係で収集されていったものなのである．
以上を背景に，コミュニティ FM局は地域と
どのような関係になっているのかについて，メ
ディアからの視点だけではなくコミュニティ
（地域）からの視点で検討したい 5）．具体的には
コミュニティ FMといった地域メディアをメ
ディア側から議論するだけではなく，地域の代
表的組織としての町内会（とそれを束ねる連合
会）からの視点「も」考慮に入れ，地域メディ
アが地域でどのように位置づけられているか，
そしてどのように評価され期待されているかに
ついて，北海道宗谷管内にある稚内市で 2021
年冬に実施した 『町内会・自治会における広報
活動調査』を中心に検討を進める．ただ，今回
の報告は込み入った分析はせずに準備的考察に
留めるものとする．
本稿の構成は次の通りである．「2．稚内市を

めぐる動向」では対象とする北海道稚内市につ
いて，これまでの災害の動向，市内にある住民
組織の現況，そして地域のラジオ局である FM

わっぴーを概説する．続いて「3．地域メディ
アはどのように使われているか」において，
2021 年 1 ～ 2月に実施した市内単位町内会を
対象とした質問紙調査の分析を通じ，平時・有
事における住民組織の地域メディア活用の実
態・課題・期待を確認する．また，住民組織の

5） 既存研究については先の松本 2020bで言及して
いるが，地域（コミュニティ）メディアと地域
をめぐる議論は少ない．「メディア→（地域）社
会」といった方向によるメディア論的な展開の
他に，社会運動の「ツール」としての文脈で議
論されていることが多い．先の逆の方向「（地
域）社会→メディア」では「防災」の文脈（住
民の避難）で検討されているものの，この場合
のコミュニティ FM局は防災のための「ツール」
として位置づけられている．また，ラジオ局に
おける日常と非常時の関係を検討する研究もあ
るものの，地域社会との関係を論じているもの
ではない（大牟田ら 2021）．
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役員と FM局スタッフへの聞き取りから，2020
年 8月の豪雨時の対応の実態と課題を把握す
る．最後に「4．地域メディアを『地域』に位
置づけるために」では調査結果をふまえつつ，
今後の展開の方向として地域防災計画における
情報収集・共有・発信の中心に住民組織（の連
合体である町内会連合会）と地域メディアの関
係について言及する．

２．稚内市をめぐる動向
2.1　稚内市の概要―胆振東部地震と 8.7 豪雨
稚内市 HP『稚内市のご紹介』6）によると，日
本最北端に位置し，宗谷海峡をはさみ東はオ
ホーツク海，西は日本海に面し，宗谷岬から約
40kmにサハリン（旧樺太），「水産」・「酪農」・
「観光」を基幹産業とする宗谷地方の行政，経
済の中心地である．人口は 33,605 人，17,720
世帯 7），年齢階級別に多いのが「65 ～ 69 歳」
（8.7%），「70 ～ 74 歳 」（7.9%），「45 ～ 49 歳 」
（7.5%）8）となっている．人口のピークは1964 年，
58.233 人，12,688 世帯 9）である．また，注目す
べきは災害時の情報発信のために稚内市が防災
ラジオの全戸配布を 2013 年に実施している．
平成以降の災害について被害総額が 1億円
以上をみると 10），平成 8（1996）年 10月崖崩
れ，同 9（1997）年 10月地滑り，同 14（2002）
年 6月の火災，同 26（2014）年 12月暴風雪・
波浪，同 27（2015）年 10月暴風（2回），同
28（2016）年 9月大雨などであり，いずれも死
者が発生するものではなかった．そして同 30
（2018）年 9月の胆振東部地震による全道停電

6） 稚内市HP　https://www.city.wakkanai.hokkaido.

jp/gaiyo/gaiyo.html．
7） 令和 2年住民基本台帳人口・世帯数（令和 2年
1月 1日現在）．

8） 同年齢階級別人口（令和 2年 1月 1日現在）．
9） 稚内市統計書
 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shisei/tokei/

tokeisyo/．
10） 『稚内市地域防災計画　資料編』資料 46．また
『稚内市統計書』第 28章防災も参照．

 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shisei/sei-

saku/keikaku/chiikibosaikeikaku.html．

である．同資料によると 6～ 7日にかけての停
電により，「公共交通機関の運休や市内のスー
パーで品薄状態が発生．停電による被害は農
業被害 122 件（廃棄生乳約 302t），土木被害 27
件，水産被害 9件，衛生被害 11件，商工被害
5,866 件（宿泊施設のキャンセル等）等があり，
被害総額は 1億 4,939 万円」であった．
本稿で後に取りあげる令和 2（2020）年 8月

の豪雨であるが，これは 8月 7～ 8日と 11日
に台風から変わった低気圧による豪雨があり，
河川の増水や氾濫，土砂災害等が発生した．河
川氾濫 8箇所，道路冠水 23箇所，土砂崩れ等
10箇所，床上浸水 2件，床下浸水 3件等が発
生した．道路の通行止も 16路線，JR宗谷線や
市内路線バス，フェリーの運休等，交通機能が
麻痺した．6日夕方に市役所各部における大雨
に関する情報共有と各部の体制確認を行い，7
日未明からの警戒パトロールの報告状況や，大
雨・洪水警報，土砂災害警戒情報の発表を受け
一時避難場所の開設の準備を進め，午前 6時
15分には災害対策本部を設置し，河川氾濫や
土砂災害の危険性が高まった 6地域に，順次避
難勧告を発令した．避難勧告の対象者は，最大
時で，1,620 世帯・2,743 名，そのうち勧告によ
る避難者は 138 名であった 11）．また被害につい
ては，住家被害 2件（うち床下浸水 2件），農
業被害 39件，農地浸冠水 4,748ha，草地畜産物
被害 455t（うち牧草ロール 385t，他飼料用作
物 70t），土木被害 27件（うち河川被害 9件，
道路被害 14件，崖くずれ 4件），林業被害 1
件，衛生被害 2件（うち水道 1件，清掃施設 1
件），公立文教施設被害 1件，社会教育施設被
害 2件等，被害総額 1億 3,181 万円であった．

2.2　稚内市町内会連絡協議会の概要
町内会連絡協議会の昭和 38（1963）年 1月，

前年に「世話人協議会」解散により町内会，自
治会，部落会が町内会に名称を変更して設立さ

11） 稚内市 HP　「令和 2年　第 7回定例会（9月）
一般行政報告」．

 https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shicho/shi-

seihoshin/teirigyoseihokoku/r2_9.html．

― 25 ―

地域メディアの利用実態と期待



れたものである 12）．『記念誌』から主なトピック
をあげると，「町連協婦人部発足」（1998 年），「大
黒三町内会自主防災組織設立」（1999 年），「事
務局自立化検討委員会発足」（2005 年），「婦人
部解散」（2008 年），「事務局が稚内市から稚内
市社会福祉協議会へ移管」（2012 年），「ブロッ
ク及び役員選出検討委員会発足」（同）等であ
る．ブロックは 2014 年から市内 15に分けられ
ているが，「単位町内会の役員レベルでは認知
されているか不明」13）（町連協役員）である．一
方，問題解決に向けた地域住民の自主的な検
討組織として 2000 年度に発足，2002 年度に 15
地区体制になったまちづくり委員会 14）の方が認
知されているようである．同委員会は声問地区
以外の 14地区が複数の単位町内会により構成
されている（表 1）．稚内市職員による「地域
担当制」を配置し，官民の情報交換・連携の場
となることをねらいとしている．現在は市内単
位町内会 66すべてが加入しており，市内総世

12） 『創立 50周年記念誌』　町連協 50年のあゆみ．
13） 2020年 9月の同役員会における役員のコメント．
14） 稚内市 HP　「まちづくり委員会」．https://www.

city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/machiduku-

richiikikatsudo/machidukuri/iinkai/gaiyo.html．
 15 のまちづくり委員会については以下を参照．

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/

machidukurichiikikatsudo/machidukuri/iinkai/

zoning.html．

帯数の 92.2%が加入し，年間の予算規模は約
210 万円である 15）．

2.3　地域メディアとしての FM わっぴーの概要
1996 年 3月に株式会社エフエムわっかな

いとして設立された．同年 6月に免許取得
（10W），放送区域は稚内市内一部として，7月
1日に開局した．その後，2012 年 3月に 50W
に増力し，礼文町や利尻富士町の一部までに
拡大し，その後の中継局（利尻：2017 年，仙
法志：2018 年，宗谷岬・東浦：2019 年，いず
れも 1W）の設置により，稚内市内全域で聴取
可能となった 16）．スタッフへの聞き取り 17）によ
ると，正社員は 6名，うち営業 1名，総務・経
理 1名，企画は全員で担当しており，売上は 5
千万円前後である．開局当初の演奏所は本社と
同じ市内末広にあったのだが，東日本大震災を
契機に高台移転が計画され，2018 年 4月に移

15） 北海道町内会連合会 HP　正会員組織データベー
ス　稚内市（令和 3年 3月 31 日現在）より．
http://www.d-choren.or.jp/db/area.php?areacode=

8&scode=1338186123．
16） 北海道総合通信局　2019 年 2月 15 日　「稚内
市全域でコミュニティ FMが聴取可能に―エフ
エムわっかない　宗谷岬中継局及び東浦中継
局 に 免 許 ―」．https://www.soumu.go.jp/soutsu/

hokkaido/2019/0215w.html．
17） 2019 年 2月 14 日，FMわっぴー事務所にて実施．

表 1　まちづくり委員会の構成町内会一覧　筆者作成
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転した 18）．
市内の行政・教育機関等との関係であるが，

番組提供として「稚内市からのお知らせ～ハー
トフル稚内」「防災・災害ひと口メモ」「市政ふ
れあい通信」「元気ハツラツわっかない」（稚内
市），「GO！ GO！ポリスマン！！」（稚内市防
犯協会他），「大学探検」「北星学園大学からの
放送 デジたる！？」（稚内北星学園大学），「チャ
イルド・スズッピーとトミッピー」（鈴蘭幼稚
園，富岡幼稚園）等があり，例えば「元気ハツ
ラツわっかない」では行政職員による電話出
演，「北星学園大学からの放送 デジたる！？」
は大学内スタジオから教員と学生による放送も
行われている 19）．
因みに有事における協定は，稚内市と「報
道」種別で 2014 年 8月 1日に緊急放送等への
協力を行う 20）旨で締結している．過去の災害報
道についても，先の平成 14（2002）年火事や
同 18・19（2006・2007）年の津波警報による
対応を行っている 21）．
こうした関係もあり，令和 2年 8月豪雨で
は「FMわっぴーのスタッフが自分の机の脇に
待機していて，必要に応じてそのスタッフへ情
報を提供し，FMで発信」22），昨今の新型コロナ
対応では「4月 7日の緊急事態宣言発令を受け
て，保健所と連絡を取って保健所の呼びかけ
（手洗い，熱が出たときの連絡先）を発信」「放
送範囲内の稚内市，利尻富士町，利尻町の各首
長メッセージ（不要不急の外出を避けるなど）

18） 同ヒアリングによる．
19） FMわっぴー「タイムテーブル」（2021 年 5月時
点）．http://www.wappy761.jp/timetable/．

20） 稚内市 HP　災害等発生時の応援協定について
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/

bosaibohankotsuanzen/bosai/oenkyotei.html．
21） 総務省消防庁　事業所と地方公共団体との防災

協力　6．FMラジオ局での取り組み　https://

www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ippan/cat/

cat5/cat3/post-242.html．
22） 市総務部総務防災課担当者へのヒアリング．
2020 年 11 月 13 日　15時～ 15時 30 分　稚内市
役所庁舎にて実施した．

も放送」23）といった発信が実現したといえる．

３．地域メディアはどのように使われているか
本章では先に確認した「FMわっぴー」が住

民組織においてどのような使われ方をしている
のかを平時，有事を通じて確認することとす
る．

3.1　調査概要
本調査の目的は大きく 2つある．一つは各媒
体を通じて町内会がどのような広報活動（情報
収集・共有・発信）を行っているのか，もう一
つは町内会が各媒体にどのような情報発信を求
めているかを把握することにある．具体的な項
目としては次の通りである．①平時の情報発信
の方法② 2020 年 8月豪雨の町内会等における
情報収集・発信実態③情報収集・共有・発信に
関する意識．
上記調査目的・項目を，2020 年 8月から稚
内市町内会連絡協議会（以下，町連協）の会長
や事務局長，協議会役員会らとの協議を経てま
とめられ，市町連事務局を通じて市内全 66町
内会（対象は役員 395 名）へ質問紙を 2021 年
1月に郵送にて配布した．回収締切を同年 2月
末として，回収数は 111 名，回収率 48.5％で
あった 24）（表 2）．

23） 2020 年 10 月 2日　15時～ 16時 30 分　FMわっ
かない事務所にて実施．

24） 配布数について説明する．当初は単位町内会・
会長のみに配布する予定であったが，役員を含
めた意見も把握したいという住民組織側の要望
があり，各単位町内会へ以下の考え方にて配布
数を決定した．世帯数「801 世帯以上：10部」，
「501～800 世帯：9部」，「301～500 世帯：8部」，
「101 ～ 300 世帯：7部」，「51～ 100 世帯：5部」，
「50世帯未満：3部」．特に 50世帯未満は町内会
役員である三役（会長，副会長，総務部長）を
想定した．調査対象者が単位町内会の役員であ
り，質問内容も単位町内会での活動であるのだ
が，集計の単位は 15地区のまちづくり委員会で
あり，以下で示される結果は各地区における傾
向であることに留意されたい．また，単位町内
会における実態調査については役員等への聞き
取り等を行う予定である．
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3.2　調査結果
本節では平時と有事における町内会活動の実
態を，図 1の 15地区単位で検討する．

（1）　平時の活動状況
①　町内会・自治会活動の実態
2019 年度における町内会・自治会活動の実

態を確認する（表 3）．実施した活動・行事
は「清掃美化活動」（96.4%），「交通安全運動」
（90.1%），「冠婚葬祭等」（89. 2%）等が上位に
あがっている．
これら活動の実施数について集計した 15地

区別の活動実施数みると，「東第一地区」（11
個），「南地区」（10個）と市内平均よりも有意

表 2　地区別の回収結果

図 1　稚内市内の 15 地区（まちづくり委員会ベース）　筆者作成
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に多い一方で，「天北地区」（5個）や「西浜地区」
（3個），「宗谷地区」（2個）が少ないなど，地区
による活動状況の違いがあることが分かる．
②　広報伝達手段
次に各町内会・自治会で実施した活動・行
事の広報手段を市内全体について確認すると
（図 2），「回覧板・全戸配布文書」「単位町内会
等発行の回覧板」「稚内市発行の広報誌」等が
多い．「稚内市発行の広報誌」で多いのは「行
政懇談会」（86.8%），「単位町内会発行広報誌」

25） 集計ソフト Assum for windowsを用いて，以下
のクロス集計表は比率に関する両側検定を行っ
た．全体に対して差があるものについて，▲
▼：1%有意，△▽：5%有意，↑↓：10%有
意，∴∵：20%有意，という表記にする．しか
しながら，ここでいう全体は脚注 24の理由によ
り，あくまでも参考であることに留意されたい．

では「役員研修会等」（48.6%）が多く，「回覧
板」で多いのは「役員研修会」（94.6%），「防犯・
防火活動」（94.7%），「清掃美化活動」（98.1%）
である．
一方で，地元のメディア（新聞，ラジオ）で
多いものを確認すると，ラジオでは「行政懇談
会」（43.4%），新聞・雑誌では「冠婚葬祭等」
（69.7%）や「行政懇談会」（64.2%）であった．
③　地元メディアの活用実態
続いて地元メディア（新聞・雑誌，ラジオ）

の活用実態について，各メディアを「広報に少
なくとも 1つ利用した」町内会を 15地区別に
集計した結果が以下の図 3である．
『地元の新聞・雑誌』をみると，市内平均
の 67.6%より高いのが「東第一地区」「声問地
区」「南地区」「湊地区」（100.0%），「宝来地区」
（85.7%）である．

表 3　地区別の町内会・自治会活動の実態 25）
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『地元のラジオ局』は先で確認したように利
用率が低く，回答としてあがったのは「宝来地
区」（85.7%），「東第一地区」（66.7%）と「南
地区」（21.9%）の 3地区だけであり，地区に
より地元メディアの活用状況が異なることがわ
かる 26）．

26） 定量的に評価出来るものではないのだが，これ
までの聞き取りから道内にある多くのコミュニ
ティ FM局で町内会等の住民組織との関係は組
織対組織になっておらず，稚内でも「個人的な
ものが南地区にある」（2019 年 6月 8日に FM

わっぴーで実施したヒアリングより）．

（2）　令和 2年 8月豪雨における対応
本項では 2.1 で確認した 8月の豪雨における
住民組織の対応を確認する 27）．
①　収集情報
2020年 8月豪雨における町内会・自治会対応

を確認する（表 4）．脚注 26で言及したように避
難勧告が発令された地区は「緑」「大黒」「東浦」

27） 北海道庁 HP「8月 7日からの大雨等による被害
状況等（第 7報）」によると，稚内市内で避難勧
告があった地区は以下の通りである（以下，「地
区」・「対象世帯数」・「対象人数」）．緑地区・130
世帯・250 名，大黒地区・824 世帯・1,300 世帯，
東浦地区・18世帯・80名，恵比寿・港地区・
648 世帯・1,113 名．

図 2　広報伝達手段

図 3　地元メディアの活用実態
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「恵比寿，港」であったが，これを15のまちづく
り委員会の地区に置換するとそれぞれ「南地区」
「大黒・末広地区」「宗谷地区」「北地区・港地区」
となることに留意しつつ，以下確認する．
町内会として収集した情報は「気象関連」

（77.5%），「行政関係機関から災害対応方法」
（67.6%），「被害状況」（65.8%）である一方で，
「ひとつもない」（7.2%）もあった．
地区別に収集した情報の個数で集計したとこ
ろ，市内平均 4.4 個よりも多いのが，避難勧告
が出た「南地区」（6.8 個），そして「東第一地
区」（5.4 個）等である．少なかったのは「中央
地区」（3.4 個），「宗谷地区」（1.3 個），「天北地
区」「大黒・末広地区」（0.5 個）である．「南地
区」は関連する全ての項目について市内平均よ
りも活発に情報を収集している．一方の「宗谷
地区」や「大黒・末広地区」では避難勧告は出

ていたのだが，（被災状況にもよるのだが）地
区別で町内会における情報収集活動における差
が生じていることが分かる．
②　収集情報の情報源
次に①で「ひとつもない」以外を選んだ町内
会が収集した情報の情報源を確認する（表 5）．
多いのは「稚内市防災情報メール」（90.3%），

「町内会，近所の人たち」（81.6%）が 8割以上
であるとともに，「地元のラジオ局」（86.4%）
や「地元の新聞社」（70.9%）もいずれも 7割
以上である．
15地区別で情報源の数をみると，避難勧告
が出ていたこともあり市内平均 5.1 個よりも多
い「港地区」（8.0 個）や「南地区」（6.7 個）と
いう地区がある一方で，「宝来地区」（3.6 個），「中
央地区」（3.3 個），勧告は出ていたものの「大
黒・末広地区」（1.0 個）と少ない地区もある．

表 4　地区別でみた豪雨発生後に収集した情報
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③　収集情報の伝達先
②と同様に情報収集活動を行った町内会に
ついて，その収集した情報の伝達先を確認する
（表 6）．
得られた情報の伝達先の 9割が「町内会，近
所の人たち」（91.3%）であり，それに続くの
は「行政機関」（38.8%）と 50pt以上の差があ
る．また，「町内会連絡協議会」（19.4%）となっ
ているのは，市内単位町内会を束ねる役割を期
待されてはいるものの，こうした有事では対応
し切れてないことをうかがわせる結果となって
いる．また，「地元の新聞社」（25.2%）や「地
元のラジオ局」（18.4%）といずれも 3割に満
たない．
15地区別でみると，地元メディアに情報提
供しているのが新聞では「富岡・はまなす地
区」（57.1%）や「中央地区」（44.4%）であり，

ラジオには「西浜地区」（100.0%），「東第一地
区」（33.3%）や「南地区」（31.3%）である．
また，行政機関に伝達した地区として「声問地
区」（100.0%），「南地区」（62.5%）が多い．伝
達先の個数をみると「西浜地区」（4.0 個），「南
地区」（3.0 個）が多い．このように避難勧告が
出ている／出ていないことも含め，情報収集や
伝達活動における地域差が生じていることがわ
かる．

（3）　メディア評価と期待
本項では現状と今後の町内会・自治会活動
における情報収集・共有・発信に関する各町内
会・自治会役員の考えを確認する．
①　情報収集・共有・発信の考え
市内全体で集計したときに「そう思う」が
一番多いのは「色々な手段で情報を入手できる

表 5　地区別でみた収集情報の情報源
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方がよい」（68.5%）であり，次いで「安心で
きる情報があるとよい」（62.2%）であり，情
報の多様性と信頼性を求めていることがわかる
（図 4）．
地元メディアに関する項目をみたときに

「そう思う計」で一番多いのが「地元メディア
の情報なら信頼できる」（90.1%），次いで「日
頃から地元メディアを利用したい」（82.8%）と
なっており，地元メディアへの信頼が形成され
ているとともに今後の利用意向もあるといえる
のではないだろうか．
②　地区別情報収集・共有・発信の考え
次に 15地区で「そう思う計」で集計したの

が以下の表 7である．
市内平均よりも高い地区をみると，「声問地

区」では「ホームページや SNSによる情報発
信が必要である」・「地元メディアに取材に来て

ほしい」（100.0%），8月の豪雨では避難勧告が
出た「南地区」は「日頃から地元メディアを利
用したい」・「地域の動向をもっと発信すべきで
ある」（96.9%），「自治体等が発信する以外の情
報があるとよい」・「新聞社や放送局と日頃から
やりとりは必要」（93.8%），「地元メディアに取
材に来てほしい」（71.9%）とメディアと連携
した情報収集・共有・発信に積極的な意向を示
している．
その一方で，「中央地区」では「地元メディ

アの情報なら信頼できる」（66.7%），「日頃から
地元メディアを利用したい」（61.1%），「地元メ
ディアに気軽に連絡できる方法があるとよい」
（55.6%），「新聞社や放送局と日頃からやりとり
は必要」（44.4%），「地元メディアに取材に来て
ほしい」（27.8%）と，地元メディアとの関係構
築には消極的な地域も存在することがわかる．

表 6　収集情報の伝達先
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図 4　情報収集・共有・発信の考え（N=111）

表 7　地区別でみた情報収集・共有・発信の考え（そう思う計）
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3.3　ヒアリング結果
前節では 2021 年 1 ～ 2月に市内全町内会を

対象にした質問紙調査の検討を行った．本節で
は地元ラジオ局の FMわっぴーと町内会連絡協
議会（町連協）理事への 8月豪雨における対応
を聞き取り調査の結果から確認する．

（1）　FMわっぴー 28）

前日に気象台や市防災対策本部とは土砂災害
警戒情報が出れば連絡を取り合う ･･･ としてい
た．警報は夜中発令され，防災主査から自分に
電話が来た．警報が出たことからスタッフを招
集し，通常は 7時半からであるがその日は 6時
から放送を開始した．こちらの体制をつくって
から自分は防災対策本部につめることにした．
市庁内の防災スタジオにいた．対策本部からあ
がってきた情報＋緊急割り込み放送の対応を自
分はやっていた．
6時 20分に最初の避難勧告が出た．ウチは

ここにあるスタジオを基点として，緊急特番，
電話を受ける人，外に出られる場合は中継班，
防災対策本部詰め，という役割分担をしてい
る．対策本部にいろいろな情報が入ってくるの
で，スタジオにつないで放送してもらってい
た．市にとっては（通行止め情報とかが）リア
ルタイムに伝えてくれることはありがたかっ
たのではないか（新聞はタイムラグがある）．
市の広報からは別ルートでわっぴーに情報が
入ってくることになっていて，それも放送し
ている．
北電，開建（国土交通省北海道開発局・稚内
開発建設部・稚内）道路事務所からは Faxで
情報が集まる．市と重複していることもある
が，ウチの方が早いこともある．日頃からやっ
ていることなので，ふだんの延長線上の対応を
すればよく，難しくはない．侃々諤々，色々大
変なことはあったのだが，2013 年に防災ラジ
オを市内で配布してから，各々の障害がなく
なったのだろう．
そうしたこともあり，ウチによく他から話

28） 2020 年 10 月 2日実施のヒアリングより．
　

を聞きに来るのだが，こちらとしては「ウチに
一本電話をくれれば ･･･」「ウチに情報を流す
ことで対応することが減るよ」「余計な問い合
わせが減るよ」といっている．そのためにはコ
ミュニティ FMに情報を提供してほしい ･･･．
情報をリアルに流せるのはラジオの力であり，
新聞ではダメである．これはもっと強く出ても
よいのではないか．一本の電話でラジオを通じ
て拡大するのだから．
なので，市は緊急に知らせたいときはいの一
番で伝えてくれている．ただ，（近隣の国道で
土砂崩れがあった）東浦地区の状況は伝えられ
なかった ･･･．また，振興局（北海道宗谷総合
振興局）は有事にはまったく役に立たない．
今回の豪雨で町内会のつながり関連で思う
のは，一般市民からバンバン電話が市に来てい
た．「裏山が崩れる」とか，そうこうしている
うちに同地区の他の人からは「どうすればよい
のか」という問い合わせが来る．市は確認をと
らなくてはならず，現地に行って確認して「そ
のままでよい or避難させる」という指示を出
すといった，時間的なロスがある．市はしっか
り専門家（土木課担当）が確認しなくてはなら
ないのだが，地域のことは地域で発信するとい
う仕組みが必要かもしれない．ただ，どこが責
任を負うかが問題となろう．町内会長としての
責任でやるのだろうか．

（2）　町連協 29）

①　A理事（宗谷地区在住）
開発局の人に聞いたら，東浦は一番被害が大
きかったようだ．役所へ最初に情報発信したの
は自分だった．その時，市役所では宿直の人が
出た．その後に各担当の人に連絡したようで，
しばらくして地元の建設会社へ（復旧に関する
依頼を）連絡が行った．そこまで 2時間かかっ
た．その後，市役所とはなかなか連絡が取れな
かった．連絡が取れた後も出ない ･･･．
避難所（町内会館）に避難しているのに

29） 2020 年 9月 11 日　14時～ 15時半　稚内市総合
福祉センター 4F大ホールにて実施．
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「もの」がないので，みんな帰宅してしまった．
役所は「昼には弁当を持ってくるよ」と言って
いたのだが，東浦に通じる道路があちこち寸
断されていたこともあり 15時頃にやってきた．
こうしたことも含めて市の担当者と話さねばな
らないと考えている．因みに地区内での避難は
2軒，1軒はホテルへ行き，もう 1軒は町内会
館に泊まった．「枕がないので寝られなかった」
とのこと．消防団は全員が出動した．港で水が
あふれたのでポンプ車を使って吐き出してい
た．土砂崩れはチョロチョロあったのだが，あ
れだけ大きいのははじめてだった．川もあふれ
てしまった．

FMわっぴーで「川があふれている」といっ
ていても，川のどの部分だかわからない．市に
きいてもダメだった．稚内は「災害がない」と
言われていたが，年々災害が増えている ･･･．
②　B理事（声問地区在住）
自分のところ（声問）は市に連絡が取れな
いので，消防団に連絡した．ただ，ここも人手
不足．昔は漁協経由でリクルートしたのだが
･･･．代わりにサラリーマンにお願いしたのだ
が，出られない ･･･ とかである．（豪雨とかに
なると同じところが浸水する可能性があるた
め）毎年同じところの住民が心配になってし
まう．

４．地域メディアを「地域」に位置づけるために
本章ではこれまでの調査結果をふりかえりつ
つ，今後の展開方向を提示したい．
まずは単位町内会の役員を対象にした質問
紙調査を概観する．平時の各町内会の広報手
段（図 2）は「回覧板・全戸配布文書」「単位
町内会等発行の回覧板」「稚内市発行の広報誌」
等が多い．地元のメディア（新聞，ラジオ）
で多いのは，ラジオで「行政懇談会」（43.4%），
新聞・雑誌では「冠婚葬祭等」（69.7%）や「行
政懇談会」（64.2%）に関する告知であった．
地区別の地元メディア活用率をみると（図 3），
『地元のラジオ局』は「宝来地区」（85.7%），
「東第一地区」（66.7%）と「南地区」（21.9%）
の 3地区だけであった．2020 年 8 月豪雨の時

はどうだったか．町内会の情報源（表 4）で
「地元のラジオ局」（86.4%），「地元の新聞社」
（70.9%）は 7割以上であった．このように
「何かの時のラジオを聴く」という位置づけで
あることは確認出来たが，住民組織→地域メ
ディアといった方向が成り立っていたかとい
うと，情報の伝達先（表 5）として，「地元の
新聞社」（25.2%）や「地元のラジオ局」（18.4%）
と 3割に満たずに，住民組織と地域メディア
における双方向の関係が成り立っていないこ
とがわかった．最後に地元メディアに関する
項目で「そう思う計」が一番多いのは「地元
メディアの情報なら信頼できる」（90.1%），「日
頃から地元メディアを利用したい」（82.8%）
であり，地元メディアへの信頼が形成されて
いるとともに今後の利用意向があることも確
認出来た．
次に FM局と住民組織への聞き取りを確認し
よう．前者については，各住民から市役所へ電
話が来ていたのだが，それらの情報をその後の
対応（被害確認，避難指示等）につなげること
が難しかったようで，「地域のことは地域で発
信するという仕組みが必要かもしれない」とし
て，その場合の情報収集・共有・発信等におけ
る責任の所在をどう考えるかという課題がある
と述べていた．住民組織については，「市役所
となかなか連絡が取れなかった」こと，FMに
ついては「「川があふれている」といっていて
も，川のどの部分だかわからない」という，詳
細な情報が発信されないだけでなく，連絡体制
そのものに混乱があったことをうかがわせる状
況であったといえる．これらをまとめると次の
ようなことをいえないだろうか．FM局につい
ては行政との連携は出来ていて，住民からの情
報もそれなりに得られているといえる．一方で
住民から行政への情報伝達に目詰まりが生じて
いる．そのために，行政から住民への詳細な情
報発信が遅れてしまう／ないという状況が発生
しているという認識である．住民組織は町内会
の高齢化が進むことで有事対応のなり手が少な
く，いきおい行政頼みになるのだが，そのやり
とりなどの連携が（行政スタッフの少なさから
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か）うまく機能していない 30）．
最後に筆者による提案を若干述べて本稿を終
えたい．地域防災計画において異常現象発見者
は行政機関の各担当部署へ連絡することになっ
ているのだが，特定部署に情報が集中する可能
性が高くなる仕組になっている（図 5の左側）．
これが結果として先のヒアリング（なかなか連
絡が取れない）の結果につながってしまったの
ではないか．筆者が考えているのはこの図の右
側である．異常現象発見者が各々の属する単位
町内会（または隣組）に状況を報告し，それら
の情報を各ブロック（またはまちづくり委員

30） 筆者が 2021 年 1～ 2月に道内全市町村の防災担
当者を対象に実施した『自治体における広報活
動調査』での稚内市の回答の要点を挙げると，
令和 2年 8月豪雨での情報収集等において「行
政機関同士の連携はうまくいった」「住民組織等
との連携はうまくいかなかった」である．とり
わけ後者の理由は「情報の整理・管理が出来な
かった」「情報の重複や分散が起きた」「担当以
外の複数の窓口にそれぞれ連絡が来て混乱」で
あった．この調査の詳細については別の機会で
論じたい．

会）内で共有・発信し，それら情報を市内全域
で集約し FM局との連携にて発信し，その情報
を各行政担当部署が参照する 31）というかたちに
出来ないだろうか．この仕組の大きなポイント
は現有する資源を活用することにあり，あらた
な組織を設立することやシステム開発等多くの
費用を要するものではないことにある．ただ求
められるのは，「平時から」住民とその組織が
行政に大きく依存しないかたちで情報の収集・
共有・発信する意思を持てるかどうか，そして
それらの情報に対する責任を―とりわけ「有
事」における情報のやりとりにおいて―負える
かどうかである．住民と住民組織側がこのあた
りを検討しないと，「災害時に情報が得られな
い」ということが繰り返されるのではないだろ
うか．

31） 2018 年 9月の胆振東部地震後の停電におい
て，室蘭市内にある FMびゅー発信情報を室蘭
市の関係部署が確認していたこともある（FM

びゅー関係者ヒアリングより）．

図 5　官民連携による効率的な災害情報等の収集・報告体制構築に向けて
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※本研究は JSPS科研費・19K21714「民衆知と
日常／非日常行動の視座による防災・減災パ
ラダイムの再考」（挑戦的研究（萌芽）），公
益財団法人放送文化基金 2019 年度「助成有
事をみすえた地域社会におけるラジオ局の再
定位」，近畿大学令和 2年度学内研究助成金
（奨励）「平時／有事をめぐるコミュニティと
メディアの信頼性に関する比較社会学的研
究」による成果の一部である．
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